
議題２：施策の見直し方針とアンケート結果について

令和７年度 第２回門真市空家等対策協議会

資料２-２

アンケート調査及びヒアリング調査の報告と今後の方向性



管理状態

：問題なし

：注意

：要注意

：管理不全

実施期間 ： 令和７年９月１６日（火）～ ９月３０日（火）

議題２：施策の見直し方針とアンケート結果について

実施概要

発送数 ： ２９５票（登記情報をもとに住所が確認できた空家等の所有者）

配布方法 ： 郵送配布

回収数 ： １０７票（郵送回収：９４票、インターネット回収：１３票）

回収率 ： ３６.３％

【回収の内訳】
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ｎ=107

総合判定

共同住宅

0.9%

住宅

19.6%

長屋

67.3%

店舗

0.9%

車庫・倉庫

5.6%

併用住宅

2.8%

事務所

2.8% テナントビル

0.0%
共同住宅

住宅

長屋

店舗

車庫・倉庫

併用住宅

事務所

テナントビル

ｎ=107

建築物の用途

1



質問項目

＊＊

議題２：施策の見直し方針とアンケート結果について

実施概要

区分 質問番号 質問内容

所有状況 問１-１ 所有状況

対象建築物等の現状の把握

問２-１ 利用状況

問２-２ 利用していない理由

問２-３ 利用していない期間

問２-４ 維持管理の状況

問２-５ 維持管理を行っていない理由

問２-６ 現在の状況

対象建築物等の今後の意向の把握

問３-１ 今後の取り扱い

問３-２ 売却・賃貸する場合の希望条件

問３-３ 困っていること

所有者に必要な支援の把握
問４-１ 利用したい支援、利用したい支援の認知

問４-２ 必要とする支援

回答者属性
問５-１ 回答者の年代

問５-２ 連絡の可否
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16.2

2.7

24.3

2.7

29.7

40.5

0% 20% 40% 60%

住み替えを行ったため

転勤・入院により長期不在のため

老朽化により使用不可のため

建て替え等により一時的に退去したため

借り手、買い手がいないため

その他

ｎ=37
常に住んでいる

16.5%

物置・倉庫とし

て利用している

18.4%

仕事場、作業場

として利用して

いる

5.8%

貸家（入居者有）と

して利用している

28.2%

貸家としている

が、入居者はい

ない

3.9%

売り出してい

るが、買い手

はいない

1.9%

時々過ごす

ための家

5.8%

一時的に住ん

でいない

1.0%

利用者はいな

い（空き家）

12.6%
その他

5.8%
常に住んでいる

物置・倉庫として利用している

仕事場、作業場として利用している

貸家（入居者有）として利用している

貸家としているが、入居者はいない

売り出しているが、買い手はいない

時々過ごすための家

一時的に住んでいない

利用者はいない（空き家）

その他

ｎ=103

利用状況（単一回答）

空き家である割合は、約25％である。

議題２：施策の見直し方針とアンケート結果について

対象建築物等の現状の把握

利用していない理由（複数回答）

「借り手、買い手がいないため」が最も多く、次
いで「老朽化により使用不可のため」が多くなっ
ている。
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自分で管理している

81.6%

親戚等に管理をお

願いしている

2.0%

業者等が維持管理

を行っている

10.2%

誰も維持管理して

いない

6.1%

自分で管理している

親戚等に管理をお願いしている

業者等が維持管理を行っている

誰も維持管理していない

ｎ=49

1年以上～6年

未満

32.4%

6年以上～

11年未満

26.5%

11年以上～16

年未満

11.8%

16年以上～21年未

満

14.7%

21年以上～

26年未満

2.9%

26年以上～

31年未満

5.9%

31年以上～

36年未満

0.0%

36年以上～

41年未満

5.9%

41年以上～

46年未満

0.0% 46年以上～

52年未満

0.0%

1年以上～6年未満

6年以上～11年未満

11年以上～16年未満

16年以上～21年未満

21年以上～26年未満

26年以上～31年未満

31年以上～36年未満

36年以上～41年未満

41年以上～46年未満

46年以上～52年未満

ｎ=34

利用していない期間（自由回答）

「1年以上～6年未満」が最も多く、次いで「6年以上～
11年未満」が多くなっている。

議題２：施策の見直し方針とアンケート結果について

対象建築物等の現状の把握

維持管理の状況（単一回答）

「自分で管理している」が最も多くなっている。
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住めるまたは利用

できる

25.6%

修繕したら住める

または利用できる

44.2%

住めないまた

は利用できな

い

16.3%

わからない

9.3%

その他

4.7%

住めるまたは利用できる

修繕したら住めるまたは利用で

きる

住めないまたは利用できない

わからない

その他

ｎ=43

高齢のため

0.0%

維持管理に費用

が掛かるため

0.0%

遠方に居住して

いるため

50.0%

時間・手間が足

らないため

0.0%

利用する予定が

ないため

0.0%

その他

50.0%

高齢のため

維持管理に費用が掛かるため

遠方に居住しているため

時間・手間が足らないため

利用する予定がないため

その他

ｎ=2

維持管理を行っていない理由（単一回答）

議題２：施策の見直し方針とアンケート結果について

対象建築物等の現状の把握

現在の状況（単一回答）

「修繕したら住めるまたは利用できる」と「住めるまた
は利用できる」で、約7割となっている。
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4.1

16.3

22.4

12.2

0.0

18.4

12.2

6.1

20.4

14.3

0% 5% 10% 15% 20% 25%

新築、改築して自分または家族が住む

別荘・セカンドハウスとして時々住むために維持する

売却したい

賃貸物件として貸し出したい

できれば寄付したい

空き家を解体する（更地、駐車場利用等）

子や孫に任せる（相続する）

どうしたらよいか分からない

特に考えていない

その他

ｎ=49

今後の取り扱い（複数回答）

「売却したい」が最も多く、次いで「特に考えていない」、「空き家を解体する」が多くなっている。

議題２：施策の見直し方針とアンケート結果について

対象建築物等の今後の意向の把握
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23.8

9.5

2.4

2.4

9.5

9.5

9.5

7.1

35.7

14.3

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

リフォーム・解体費用等をかけたくない

借り手、買い手がいない

区分所有者・家族等との折り合いがつかない

相続の整理がつかない

誰に相談すればよいのかわからない

手続きが面倒

思い入れがあり、決めかねている

賃貸化や売却の方法がわからない

建物の中にある家財等の処分ができない

心配に思うことはない

その他

ｎ=42

93.8

6.3

0.0

6.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

適正価格で賃貸・売却したい

適正価格より低くても賃貸・売却したい

無料であっても賃貸・売却したい

その他

ｎ=16

売却・賃貸する場合の希望条件（複数回答）

「適正価格で賃貸・売却したい」が最も多い。

議題２：施策の見直し方針とアンケート結果について

対象建築物等の今後の意向の把握

困っていること（複数回答）

「心配に思うことはない」が最も多く、次いで「リフォー
ム・解体費用等をかけたくない」が多くなっている。
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4.8%

11.9%

2.4%

2.4%

2.4%

4.8%

16.7%

14.3%

21.4%

2.4%

11.9%

4.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

門真市民間建築物耐震診断補助制度

門真市木造住宅耐震化促進補助制度

大阪の住まい活性化フォーラムと連携したセミナー（個別相談）

空き家サポート業務（シルバー人材センター）

門真市子育て世帯等空き家利活用補助

空家等マッチング制度

門真市危険家屋等除却補助制度

門真市地震時等に著しく危険な密集市街地老朽木造建築物等除却補助制度

門真市木造住宅除却補助制度

門真市狭あい道路拡幅整備事業補助制度

門真市空き家等除却補助制度

門真市隣接地等取得補助制度

ｎ=42

知ってい

た, 19.0%

知らな

かった, 

81.0%

知っていた

知らなかった

ｎ=42

利用したい支援と認知状況（支援は複数回答、認知状況は各単一回答）

利用したい支援制度は、除却補助制度が最も多く、約6.5割となっている。
また、利用したい支援制度を「知らなかった」方が、約8割となっている。

議題２：施策の見直し方針とアンケート結果について

所有者に必要な支援の把握
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28.6

22.9

5.7

11.4

11.4

11.4

2.9

8.6

42.9

5.7

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

解体に伴う固定資産税の減免

家財処分費用に対する補助

耐震、子育て世帯以外の改修費用の補助

登記手続き費用の補助

相続人調査費用の補助

所有者間調整の支援

行政相談方法の充実（インターネット相談）

既存支援の充実

特にない

その他

ｎ=35

必要とする支援（複数回答）

議題２：施策の見直し方針とアンケート結果について

所有者に必要な支援の把握

「特にない」が最も多く、次いで「解体に伴う固定資産税の減免」、「家財処分費用に対する補助」」が多い。
また、「登記手続き費用の補助」、「相続人調査費用」、「所有者間調整の支援」についても、一定の回答がある。

9



連絡があっても良

い

40.4%

空き家の管理・活

用・除却等につい

て相談したい

4.3%

連絡はしないでほ

しい

55.3%

連絡があっても良い

空き家の管理・活用・除却等に

ついて相談したい

連絡はしないでほしい

ｎ=47

２９歳以下

0.0%
３０～３９歳

0.0%

４０～４９歳

2.0%

５０～５９歳

18.0%

６０～６９歳

32.0%
７０～７９歳

28.0%

８０歳以上

20.0%
２９歳以下

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

ｎ=50

回答者の年代（単一回答）

議題２：施策の見直し方針とアンケート結果について

回答者属性

連絡の可否（単一回答）

60歳以上の方が、約8割となっている。 「連絡があってもいい」「相談したい」と答えた方は、
約45％となっている。
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調査の方法 ・アンケート調査にて「連絡があってもいい」「相談したい」と回答があった所有者に
対して、電話による聴き取り

議題２：施策の見直し方針とアンケート結果について

ヒアリング調査の状況

調査件数 ・16件（10月9日時点）

表：建築物の用途の内訳

建築物の用途 件数

長屋 12件

一戸建て住宅 3件

併用住宅 1件

確認内容 ・アンケート内容の詳細確認（現状、今後の意向）
・空き家に対する支援制度の要望
・現在困っていること、相談したいこと
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議題２：施策の見直し方針とアンケート結果について

ヒアリング調査の状況

アンケート内容の詳細確認（現状、今後の意向）

・解体、売却の意向が最も多い。
・その他、住み続ける・建替え・賃貸利用・相続の意向があった。

空き家に対する支援制度の要望

・家財処分費用の補助、除却補助に関する補助の要望が複数あった。
・その他、改修・リフォームに関する補助、相続人調査費用の補助のほか、高齢者を施設に斡旋する
制度の要望があった。

現在困っていること、相談したいこと

・隣人や入居者による課題が最も多い。次いで、家財処分・相続による課題も複数あった。
・その他、固定資産税の住宅用地特例解除や、借り手がいない、修繕による課題も見受けられた。
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今後の方向性

・利用したい支援の認知について「知らなかった」が約78％、解体・売却の意向多数

→ 周知方法の強化を行う。（特に、除却補助、空き家マッチング制度）

・管理不全な空家等を是正する際に、所有者不明の空家等が見受けられる。

→ 財産管理人制度の相談体制の強化を検討する。

→ 登記手続きに対する支援、相続人調査に対する支援、所有者間調整の支援についても検討を行う。

・意見等が多かった、解体に伴う固定資産税の扱い、家財処分に対する支援について検討を行う。

・長屋住宅が多く見受けられ、空き長屋の対応を円滑にする施策の必要性が考えられる。

→ 長屋住宅における住み替えに対する支援等を検討する。

（参考：尼崎市「不良木造賃貸住宅の除却の促進（住み替え費用）に係る補助金」）

議題２：施策の見直し方針とアンケート結果について

今後の方向性
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